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別紙 

 

宣誓書受領証及び宣誓書受付票について 

 

 

１ 宣誓書受領証（Ａ４版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 宣誓書受領証（携帯用カード型）※プラスチック製 縦53.98 ㎜×横 85.6 ㎜ 

                表                                裏 
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３ 宣誓書受付票（Ａ４版） 

                表                                裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 受領証等及び受付票の提示を受けた方へのお願い 

   受領証（携帯用カード型）及び受付票の裏面には、制度概要説明と併せて、以下のようなお願いを記載 

してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※他人の性のあり方（性的指向（恋愛感情がどの性に向くか）、性自認（自分がどの性であるか）等）を 

    第三者に勝手に伝えることを、アウティングと言います。アウティングを避けるためにも、受領証等や受付票の 

    提示を受けた場合は、提示された方が「板橋区パートナーシップ宣誓制度」を利用していること等について、 

    本人の同意なく口外しないようお願いいたします。 

板橋区では、すべての区民が、個人としての尊厳を重んじられ、互いの人権を尊重し、多様な生き方を認

め合う共生社会の実現を目指し、互いを人生のパートナーである旨の宣誓書を提出されたお二人にこの

受領証を交付しています。（板橋区パートナーシップ宣誓制度） 

宣誓書の提出によって、法律上の権利・義務（相続、税金の控除等）は生じませんが、宣誓者の方か

ら、両者の関係性を説明し、理解を得ていくために提示されることがあります。 

この受領証の提示を受けられた方は、この趣旨を十分にご理解くださいますようお願いします。 

また、この受領証をお持ちの方が、本制度を利用していること等については、本人の同意なく口外しないよ

うお願いします。 


